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○
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
九
号

健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
）
第
二
十
三
条
の
六
第
三
項
第
三
十
二
号
、
厚
生
年
金
保
険

法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
厚
生
省
令
第
三
十
七
号
）
第
九
条
の
六
第
三
項
第
三
十
二
号
及
び
国
民
年
金
法
施
行
規
則
（
昭

和
三
十
五
年
厚
生
省
令
第
十
二
号
）
第
七
十
七
条
の
六
第
三
十
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条

の
六
第
三
項
第
三
十
二
号
、
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
九
条
の
六
第
三
項
第
三
十
二
号
及
び
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
七

十
七
条
の
六
第
三
十
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
課
程
（
平
成
二
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
八
十
六

号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎

健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
六
第
三
項
第
三
十
二
号
、
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
九
条
の
六
第
三
項
第
三
十
二
号
及
び
国
民
年
金

法
施
行
規
則
第
七
十
七
条
の
六
第
三
十
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
課
程
の
一
部
を
改
正
す
る
件
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
）
第
二
十
三

健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
）
第
二
十
三

条
の
六
第
三
項
第
三
十
二
号
、
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年

条
の
六
第
三
項
第
三
十
二
号
、
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年

厚
生
省
令
第
三
十
七
号
）
第
九
条
の
六
第
三
項
第
三
十
二
号
及
び
国
民
年
金
法

厚
生
省
令
第
三
十
七
号
）
第
九
条
の
六
第
三
項
第
三
十
二
号
及
び
国
民
年
金
法

施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
厚
生
省
令
第
十
二
号
）
第
七
十
七
条
の
六
第
三
十

施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
厚
生
省
令
第
十
二
号
）
第
七
十
七
条
の
六
第
三
十

二
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
課
程
は
、
独
立
行
政
法
人
海

二
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
課
程
は
、
独
立
行
政
法
人
海

技
教
育
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
に
よ
る
独
立
行
政
法
人

技
教
育
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
に
よ
る
独
立
行
政
法
人

海
技
教
育
機
構
海
技
士
教
育
科
海
技
課
程
の
本
科
、
専
修
科
、
航
海
専
科
及
び

海
技
教
育
機
構
海
技
士
教
育
科
海
技
課
程
の
本
科
、
専
修
科
、
航
海
専
科
及
び

乗
船
実
習
科
並
び
に
海
技
士
教
育
科
海
技
専
攻
課
程
の
海
上
技
術
コ
ー
ス
（
航

乗
船
実
習
科
並
び
に
海
技
士
教
育
科
海
技
専
攻
課
程
の
海
上
技
術
コ
ー
ス
（
航

海
）
、
海
上
技
術
コ
ー
ス
（
機
関
）
、
海
上
技
術
コ
ー
ス
（
航
海
専
修
）
、
海

海
）
、
海
上
技
術
コ
ー
ス
（
機
関
）
、
海
上
技
術
コ
ー
ス
（
航
海
専
修
）
及
び

上
技
術
コ
ー
ス
（
機
関
専
修
）
、
海
上
技
術
コ
ー
ス
（
航
海
専
攻
）
及
び
海
上

海
上
技
術
コ
ー
ス
（
機
関
専
修
）
と
す
る
。

技
術
コ
ー
ス
（
機
関
専
攻
）
と
す
る
。
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附

則

（
適
用
期
日
）

第
一
条

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
六
第
三
項
第
三
十
二
号
、
厚
生
年
金
保
険
法
施

行
規
則
第
九
条
の
六
第
三
項
第
三
十
二
号
及
び
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
七
十
七
条
の
六
第
三
十
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
課
程
（
以
下
「
新
告
示
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
海
技
教
育
機
構
法
（
平
成
十
一

年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
に
よ
る
独
立
行
政
法
人
海
技
教
育
機
構
海
技
士
教
育
科
海
技
専
攻
課
程
の
海
上
技
術
コ
ー
ス
（
航

海
専
攻
）
及
び
海
上
技
術
コ
ー
ス
（
機
関
専
攻
）
（
以
下
「
海
上
技
術
コ
ー
ス
（
航
海
専
攻
）
及
び
海
上
技
術
コ
ー
ス
（
機

関
専
攻
）
」
と
い
う
。
）
に
在
学
す
る
生
徒
又
は
学
生
で
あ
っ
た
被
保
険
者
期
間
（
令
和
七
年
四
月
か
ら
令
和
八
年
三
月
ま

で
の
期
間
で
あ
っ
て
、
当
該
期
間
内
に
国
民
年
金
法
施
行
令
第
六
条
の
六
に
掲
げ
る
生
徒
又
は
学
生
（
海
上
技
術
コ
ー
ス

（
航
海
専
攻
）
及
び
海
上
技
術
コ
ー
ス
（
機
関
専
攻
）
に
在
学
す
る
生
徒
又
は
学
生
を
除
く
。
）
で
な
か
っ
た
期
間
に
限

る
。
）
が
あ
る
第
一
号
被
保
険
者
等
（
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
第
一
号
に
規
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定
す
る
第
一
号
被
保
険
者
又
は
第
一
号
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
を
い
う
。
）
か
ら
同
法
第
九
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
申
請
（
同
法
第
百
九
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
の
委
託
に
係
る
申
請
を
含
む
。
）
が
あ
っ
た
と
き

は
、
当
該
被
保
険
者
期
間
の
う
ち
こ
の
告
示
の
適
用
の
際
現
に
同
法
第
九
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
を
要

し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
保
険
料
に
係
る
期
間
及
び
同
法
第
九
十
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
そ
の
一
部

の
額
に
つ
き
納
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
保
険
料
（
こ
の
告
示
の
適
用
の
際
現
に
そ
の
残
余
の
額
に
つ
き
納

付
さ
れ
た
も
の
（
令
和
八
年
三
月
分
の
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
九
十
一
条
に
規
定
す
る
当
該
保
険
料
の
納
期
限
ま
で

に
納
付
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
）
に
限
る
。
）
に
係
る
期
間
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条

こ
の
告
示
の
適
用
の
日
（
以
下
「
適
用
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
健
康
保
険
法
第
三
条
第
一
項

第
九
号
ハ
に
規
定
す
る
短
時
間
労
働
者
へ
の
健
康
保
険
の
適
用
に
係
る
生
徒
又
は
学
生
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
新
告
示
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
四
条

適
用
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
十
二
条
第
五
号
ハ
に
規
定
す
る
短
時
間
労
働
者
へ
の
厚
生

年
金
保
険
の
適
用
に
係
る
生
徒
又
は
学
生
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
新
告
示
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。


